
善 意 志 の 自 律

蔵 田 伸 雄

序

カ ン トの道 徳 哲 学 に は 「自由 」 に つ い て の パ ラ ドック スが 含 まれ て い る。 カ

ン トの道 徳 哲 学 の 中で は道 徳 的 に 善 い意 志 、 即 ち善 意 志 は 「自由 な 意 志 」 で あ

る と理 解 され て い る。 そ して そ の 様 な意 志 の 自 由 は意 志 の 「自律 」 と して 考 え

られ て い る こ と も周 知 の 事 実 で あ ろ う。 又、 自律 と は義 務 の命 令 に従 うこ とで

あ り、 「義 務 」 と は道 徳 法 則 に よ る拘 束性 で あ る。 よ っ て 「自律 」 と は強 制 を

伴 った被 拘 束 状 態 で あ る と も考 え られ る。 しか し、 こ の よ うな状 態 を 「自 由」

と呼 ぶ こ とが で き るだ ろ うか 。 この よ うな 状態 は む しろ 自 由 の放 棄 で は な い だ

ろ うか 。 我 々 は常 に カ ン トの 自由 概 念 に対 して そ の様 な疑 い を感 じざ る を得 な

い 。

ところカミ カ ン トは彼 の実 践 哲 学 に関 す る主要 著 作 の 一 っ で あ る 『人倫 の形 而

上 学 の 基礎 づ け 』(以 下、 『基 礎 づ け 』と略)の 第 三 章 の あ る箇 所 で 、 「積 極

的 な 意 味 で の 自 由 」 と 「消 極 的 な 意 味 で の 自由 」(以 下、 そ れ ぞれ 「積 極 的 自

由 」 と 「消極 的 自 由 」 と呼 ぶ こ と にす る)と い う二 っ の 自 由概 念 を提 示 して い

る(PhB.s.71,.Ak.N.446)。 こ の 「積 極 的 自 由」 と い う概 念 は我 々 が 一 般 に

考 え て い る よ うな 自 由、 つ ま り、何 らか の 束縛 か ら解 放 され て い る よ うな 状 態.

とは異 な った ことを意味 して いる。 一般 的 に も 「自 由」 と い う概 念 に は 「思 い通

りに 行動 す る こ とがで き る」 と い っ た能 動 的 、 積極 的 な 意 味 が含 まれ て い るが、

「積極 的 自 由」 と い う概 念 は どち らか とい うと、 この よ うな意 味 での 自 由概 念

に 近 い もの で あ る と いえ るで あ ろ う。

この小論では筆者の準備不足と紙数の制限のために上記のパラ ドックスにっ

いて詳細且つ十分な議論をすることはできず「従 ってそれに対する最終的な解

決を与えることもできない。 しか し、この論文ではこの 「積極的自由」という
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概念の意味を明確にすることによって、 このパ ラドックスについて考察するた

めの足場を確保することを目標 としてみたい。

ところで、 『基礎づけ 』第一章での議論は 「善意志」に関する考察によって

始められている。そこでは善意志は様々な善 きものが真に 「道徳的に」善きも

のであるための条件1で あると考えられ、 カントはその様な洞察に基づいて、

「無制限に」善 いものがあるとしたら、それは善意志の他には考え られないと

主張している。

ここで気をつけておかなければならないことは、 『基礎づけ.』の第三章など

で 「意志の自由」という表現が用いられているときも、そめ表現が意味 してい

るのは意志一般の自由ではな く、 この 「善意志」 という道徳的な価値を伴 う意

志の自由を意味 しているということである。また詳 しいことはこの論文の中で

述べるが、上記の 「積極的自由」という概念 もこの善意志の自律を表現 した語

なのである。この論文ではこの善意志 という概念を手がか りにして、上oaの 意

志の 「積極的自由」にっいて考察 してみたい。

この論文の前半での目標は 「善意志」は 「自律的な意志」であることを明 ら

かにすることである。

そこでこの論文ではまず 「善意志は他の様々な善きものが道徳的に善い もの

であるための条件 となる」よ.うなものであることを確認する。そ してこの善意

志 は 「それ自身で」(PhB.5.11,Ak.N..394)善 い意志であり、 「内的一無

条件的な価値」(PhB.s.10,Ak.N.394.)を 持っような意志であるが、このよう

な善意志 は自ら生み出した義務、いわば自律的な義務を自らの善さの条件とし

ていることを確認する。そしてそれによってこのような善意志は自律的な意志

であることを示 したい。

そしてこの論文の後半での目的は 「消極的自由」と 「積極的自由」という二

っの表現は 「善意志の自律」というひとつの事柄に対する二つの異なった表現

であるにすぎないことを示す ことである。この論文の後半では善意志の自律に

関連す るこの二っの自由概念の うち 「積極的自由」とい う概念について 「自律

とは意志が 自己自身に対 して法則であることである」という表現を手がかりに

して考察す る。
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第 一 節 善 意 志 は 様 々 な 善 き も の の 「善 さ 」 の 条 件 で あ る こ と

カ ン トの 『人 倫 の形 而上 学 の基 礎 づ け 』(以 下 『基 礎 づ け 』と略)の 第 一章

で の議 論 は 「そ も そ も この世 界 の 内4Lも 又 この 世 界 の外 に も無制 限 に善 で あ る

と見 な し うる もの は、 た だ善 意 志 の み の他 に は考 え られ な い 」(PhB.s,.10,

Ak.n.393)と い う表 現 で 始 め られ て い る。 そ して 『基 礎 づ け 』第 一章 の始

め の数 段 落 で は、 この 「善 意 志 」 とい う概 念 が 議 論 の 中 心 に据 え られ て い る.。.

一方 『基 礎 づ け 』第 三章 の あ る箇 所で は 「自 由な 意 志 と道 徳 法 則 の 下 に あ る

意 志 と は 同 じ もので あ る」(PhB.S.7Z,Ak..N.447)と 言 わ れ て い る。 こ こ

で い う 「自 由 な意 志 」 とは 「自律 的 な意 志 」 とい う ことで あ り、 そ の 一 方 で、

「道 徳 的 法 則 の 下 に あ る意 志 」 とは道 徳 的 な意 志 、 即 ち 「善 意 志 」 で あ る とい

う こと に な る。

この論 文で の第 一 の 目的 は この 「善 意 志 」 が 「自律 的 な 意 志 」 で あ る こ とを

示 す こ とで あ る。

「善意 志 」 と 「意 志 の 自律 」 と は それ ぞ れ 『基礎 づ け 』の第 「 章 と第 二 章 で

議 論 され て お り、 カ ン トの 道 徳性 に関 す る考 察 、 特 に 「意 志 」 と い う概 念 に関

す る思 索 の始 め と終 わ りに置 か れ て い る と言 う こ とがで き る。 カ ン トに と って

善 意 志 とは い わ ば道 徳 牲 に関 す る議 論 が 始 ま る出発 点 で あ り又 議 論 が 終 わ る と

こ ろで もあ る(vgl.PhB.s.61,Ak.N.437)と 言 う こ とが で き るが 、 それ は

「善 意 志 」 も 「意 志 の 自律 」 も結 局 基本 的 に は 同 じ意 志 に対 す る二 っ の 異 な っ

た 表 現 で あ る か らに過 ぎな い。 「そ の格 率 を普 遍 的 法 則 と し うる」 よ うな 意 志

が価 値 とい う側 面 か ら見 られ た と きに は 「善 意 志 」 と呼 ば れ るの で あ り、 その

一方 で そ の様 な意 志 の 自 己規 定 の 仕方 が 「自律 」 と呼 ば れ て い るの で あ る。

で は 、 ま ず そ の善 意 志 と は どの よ うな もので あ るのか を明 らか に して み た い。

『基礎づけ 』第一章の記述は前述のように 「無制限に善いものがあるとした

ら、それは善意志の他には考え られない」2と いう表現で始められており、そ

の後に続くカントの議論はこの命題を何 らかの形で論証することを試みている

と思われる。そして、その議論の背景にあるのは 「善いものであるように思え
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る あ らゆ る善 き もの が 、 真 に道 徳 的 に善 い もので あ る た めの 条 件 は 善意 志 で あ

る」 と い うカ ン トの確 信 で あ る。.カン トは 『基 礎 づ け 』第 一 章 冒 頭 のこ 段 落 で

は、 こ の確 信 に基 づ いて 上 記 の命 題 の 意 味 を示 そ うと して い る と思 わ れ る。

そ こで まず 「善 意 志 は他 の あ らゆ る善 き もの の 条 件 で あ る」(PhB.s.14,

Ak.N.396)と は どの 様 な こ とを意 味 して い るの か を 明 らか に して み た い。

お そ ら くカ ン ト自身 も この特 質 が 善 意 志 の 基 本 的 性 格 で あ る と考 え て い る と

思 わ れ る。例 え ば.『基 礎 づ け 』と同 様 に カ ン トの 実 践 哲 学 に 関 す る 主著 で あ る

『実 践 理 性 批 判 』に は善 意 志 に関 す る記 述 は全 くと言 って よ い ほ ど な いが 、 一

箇 所 だ け 「善 意 志 は あ らゆ る善 の 最 上(oberst)の 条 件 で あ る」 と い う記 述 が

あ る(Ak.v.62)。 これ は ま さ にい ま 問 題 に して い る こ とで あ る。 よ って まず

善 意 志 が他 の あ らゆ る善 き.ものの 善 さの 条 件 で あ る とは ど の様 な ことで あ るの

か を示 す こ とに よ って 、 善 意 志 の 基 本 的 性 格 を 明 らか に して み た い。

例 え ば、 「冷 静 」 で あ る と い うこ とは 、 い つ 、 い か な る場 合 で も 「善 い」.こ

とで あ る と、 従 って 、 「それ 自身 で 」 「何 の 条 件 も無 しに 」善 い こ とで あ る と

考 え られ て い る。 しか し、 冷 静 な悪 人 は冷 静で な い悪 人 よ りも は るか に 危 険 で

厭 わ しい。 つ ま り、 一 見 無 条 件 に(unbedingt)、 絶 対 的 に.(schlechterhin)、

そ して ま た無 制 限 に(ohneEinschrankung)善 い と考 え られ うる 「冷 静 さ」

も、 そ こに善 意 志 が 無 け れ ば 極 め て悪 い もの に な り うる、 と カン トはい う(Vg].

PhB.s.11,Ak.N.394)。 つ ま り、 冷 静 さ は善 意 志 を 条 件 とす る こ とに よ って

は じめ て 真 に 「善 き もの 」 に な る と言 え る ので あ る。

そ して 、 「幸 福 」 に つ い て も同様 の こ とが 言 え る。 例 え ば 、 一 般 に 「幸 福J

は、 い つ いか な る状 況 で も善 き もの、 あ る い は、 それ 自身 で 善 き もの で あ り、

生 に お い て 何 よ り も追 求 さ れ るべ き もの で あ る と考 え られ て い る。 しか し、 今

あ げ た 「冷 静 さ」 の場 合 と同様 に、 幸 福 も善 意 志 が 欠 けて い る場 合 に は き わ め

て悪 い もの に な り うる と カ ン トは考 え て い る。 幸 福 は 人 を 勇気 づ け るが 、 善 意

志 が無 け れ ば幸 福 は 人 を思 い上 が らせ る こ と もあ るか らだ とカ ン トは説 明す る

(vg1.PhB.s.10,Ak.N.393)e

この よ うに 、善 意 志 以 外 の 「無 制 限 に」 善 い と思 わ れ て い る もの 、 具体 的 に

は、 頭 の良 さや機 知 、 判 断力 な ど の精 神 的 資 質(TalentdesGeistes)、 勇気 、
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決 断力 、 決 意 の 持 続 な どの気 質 の性 質(SigenschaftdesTemperaments.)、

あ るい は権 力 や 富 や 名 誉 や健 康 な ど の 「幸 福 」 、 こ う い った もの は そ こに 「善

意 志 」が 前 提 され て いな け れ ば 「きわ め て悪 い もの、 有 害 な もの に もな り うる」

とカ ン トは 主張 して い るの で あ る(PhB.s.10,Ak.N.393)。

そ して、 も し こ こで カ ン トが 言 うよ うに善 意 志 が 様 々な 「善 き もの 」 の 「道

徳 的 な善 さ」 の条 件 で あ る とい うこ とが で き る な ら、 善 意 志 以 外 の もの は 善 意

志 を 欠 い て い る場 合 に は、 か え って 悪 い もの に もな り うるの だ か ら、 そ の 「善

さ」 を 「制 限 」(einschranken)さ れ て い る こ とに な る(vgl.PhB.s.ll,Ak.

N.394)。 この よ うに善 意 志 以 外 の 善 き もの はす べ て そ の善 さを 「制 限 」 され

うるの で、 「無 制 限 に」 善 い もの で あ る とい う こと はで きず 、 従 って 、 前 述 の

『基礎 づ け 』第 一 章 冒頭 の 表 現 に もあ る よ うに、 「無 制 限 に善 い と見 な し得 る

もの が あ る と した ら、.それ は 善 意 志 以外 に は考 え られ な い」 と い う こ と にな る。

この論 文で 考 察 の対 象 とな る善 意 志 とは この よ うな もので あ る。

しか しこ こま で の議 論 だ けで は善 意 志 は様 々 な ものが 道 徳 的 に善 い もの で あ

る ため の 唯 一 の条 件 で あ って 、 その 様 な 条件 は他 に は な い と 断言 す る こ と はで

き な い。

だが 、 この 論 文 で は詳 し く検 討 す る事 はで きな い が、 道 徳 性 、 あ る い は帰 責

性 と い う概 念 は 「自由 」 と不 可 分 に結 びっ い て い る3。 そ れ と同様 に して様 々

な もの の道 徳 的 な価値 を最 終 的 に左 右 し うる もの は 「自由 」 を そ の本 質 的契 機

とす る もので あ る 「意 志 」以 外 に は あ りえ な い と思 わ れ る。

例 え ば、 「勇気 あ る決定 」 は 「勇気 な き決 定 」 よ り も善 い もの で あ る よ うに

思 わ れ る か ら 「勇気 」 は 「決 定 」 の善 さの条 件 にな って い るの で は な い か と考

え られ る で あ ろ う。 しか し、 「悪 人 の 勇気 あ る決 定 」 は決 して 善 い もの で あ る

と は言 え な い の だ か ら、 結 局 「勇気 あ る決定 」 に も善 意 志 が 前 提 され て いな け

れ ば な らな い 。 この よ うに考 え るな らば 、善 意 志 は様 々 な もの が 道 徳 的 に善 い

もの で あ るた め の 唯 一 の条 件 で あ る と い う こ とは で きな いが 、 前 に も述 べ た よ

うに様 々 な 善 き もの が 真 に道 徳 的 に善 い もの で あ るた め の 「最 上 の 」(oberst)

条 件(Ak.V.62)で あ る と言 うこ と はで きる で あ ろ う。

この よ うに善 意 志 が 様 々 な もの の善 さ の最 終 的 な条 件 で あ るの は、 意 志 が 、
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「自由」.(善 悪 を選 ぶ 自 由)と 根 本 的 に 関 わ って い るた め だ と考 え る こ とが で

き るが 、 そ の点 の考 察 につ いて は又 の 機 会 に譲 りた い と思 う。但 し、 こ の 自 由

はuに 述 べ る よ うな意 志 の 「自律 」 の 側 面 と して の 「他 の 原 因 か らの 自 由」 と

は別 の 事 態 を 意 味 して い るの で 注 意 され た い 。

と ころで 、 「冷 静 さ」 が 善 い もの で あ る と考 え られ る場 合 、 そ れが 何 らか の

審 美 的 な 判 断 の 結 果 で あ る場 合 を 除 け ば 、 「冷 静 さ 」 の善 さ は何 らか の 目的 の

達 成 の ため に 有 用 で 役 に立 っ とい う善 さで あ る と考 え られ る。 こ の よ う.に 「冷

静 さ」 の 「善 さ」 が 他 の 目的 の 達 成 の た め の 「手 段 」 と して の 「善 さ」 で あ り、

他 の なん らか の 目的 を その 善 さの 「条 件 」 と して い るの で あ れ ば、 「冷 静 さ」

は 「それ 自身 で 」 善 い もの で あ る と は言 え ず 、 そ の 「善 さ 」 は条 件 付 き の 「善

さ」 で しか な い こと にな る。

その 一 方 で 善 意 志 と は 「何 か他 の 目的 の達 成 の た め の手 段 と してで は な く、

そ れ 自身 で 善 い意 志(強 調 カ ン ト)」 で あ る と言 わ れ て い る(PhB.s.13f,Ak.

N.396)。 善 意 志 が 「それ 自身 で 」 善 い とい うこ とは この よ うに な ん らか の 目

的 の た め の手 段 と して 善 いの で はな い 、 と い うこ とを意 味 して.いる。

又 、 先 に述 べ た よ うに 「冷 静 さ」 が 道 徳 的 に 善 き もの で あ る た め に は善 意 志

を そ の善 さの条 件 と しな けれ ば な らな い 。 この よ うに.「冷 静 さ 」 は二 っ の点 で

条 件 付 きの善 さ しか 持 ちえ な い。 そ して この どち らの 点 で も 「無 条 件 的 にun-

bedingt」 善 い もので あ り う るの は善 意 志 の み で あ る。

そ こで 、 次 節 で は善 意 志 は 「それ 自身 で 」 「無 条 件 的 に 」 善 い もので あ る こ

とを 明 らか に して み た い。 ま た ここで 善 意 志 の 「無 条 件 的 な 」善 さ は善 意 志 の

「それ 自身 で の」 善 さ とほ ぼ同 じ意 味 で あ る と考 え られ るが 、次 節 で は そ の よ

うな こ と も考 察 してみ た い。

第二節 善意志 は 「それ 自身で」善い意志であるこ と

前節では善意志は様々な 「善きもの」が真に道徳的に善いものであるための

条件であるというカントの主張を用いて、 「無制限に」善いと考えることがで

きるものは善意志のみであるということを示 した。 しか し、前節での議論と同
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様 の 議 論 に よ って 「そ れ 自身 で 」善 い ものが あ る と した ら、 それ は善 意 志 の 他

に は考 え られ な い 、 と言 う こ とがで き る。 ま た善意 志 は前 に も述 べ た よ うに、

「手 段 と して で はな くそ れ 自身 で善 い意 志 」 で あ る と も、.また 「無 条 件 的 な善
.

さ」(vgLPhB.s,19,Ak.N.401)を 持 っ と も言 われ て い る。 この節 で は塞

際 に善 意 志 は 「そ れ 自身 で 」 「無 条 件 的 に」 善 い意 志 で あ る とい う こ とを示 す

こ とを 目標 にす る。

善 意 志 以 外 の あ らゆ る 「善 き ものJの 善 さ は、 いわ ば手 段 と して の善 さで し

か な い と い うこ とが で き る と しよ う。 も しそ うで あ るな らば 、 「何 か他 の 目的

の た め の手 段 と して で はな く、 そ れ 自身 で 」善 い ものが あ.ると した ら、 それ は

善意 志 だ け だ と い うこ と にな る。

例 え ば 、 一般 に 「財 産 」 や 「名 誉 」 は 「善 き もの 」 で あ る と考 え られ て い る

が 、 財 産 や 名 誉 は 、 い つ い か な る場 合 で も善 い もの で あ り、 「そ れ 自身 で 」善

い もの で あ る と思 わ れ て い る ことが 多 い。 しか し実 際 に 財 産 や 名 誉 が 「そ れ 自

身 で 」 善 い もの で あ る と言 う ことが で き るだ ろ うか 。

カ ン トは 「財 産 」 や 「名誉 」 につ いて 詳 しい説 明 は して い な い が 、 我 々 は以

下 の よ うに考 え る こ とが で き る。 「財 産 」 や 「名 誉 」 とい った もの は 自 分 が欲

しい ものを 手 に 入 れ る こ とを可 能 にす るか ら善 い、 あ るい は 「自分 を 満 足 させ、

幸 福 な気 分 に させ るか ら善 い 」 とい った理 由で 「善 い」 の で あ り、 そ の 善 さは

「自 分が 欲 しい もの 」 あ るい は 「自 分 の幸 福 」 とい っ た 「自分 が 設 定 した 目的」

の達 成 の た め に役 に立 つ(tauglich)と い う善 さで あ る(vgl.PhB.s.ll,Ak.

W.394)。 この よ うな善 さ は いわ ば 、 「手 段 」(Mitte])と して の 善 さで あり、

「設 定 され た 目 的」 と い う条 件 を 伴 った 善 さで あ るに す ぎ な い。

従 って 、 善意 志以 外 の あ らゆ る もの の 善 さが 基 本 的 に手 段 と して の 「善 さ」

で しか な く、 そ れ らが 道 徳 的 に善 い もの で あ るた め に さ らに善 意 志 を前 提 す る

必 要 が あ る のな ら、 結 局 「そ れ 自身 で 何 の条 件 も無 しに善 い 」 と言 い う る もの

は善 意 志 の み だ とい うこ とに な る。

しか し、 これ だ け で は善 意 志 は実 際 に 「そ れ 自身 で何 の条 件 もな しに」 善 い

.とい う ことを 直 接 的 に 示 した こ と に はな らな い。 よ って 、 善意 志 の 「そ れ 自身

で の」 善 さ につ い て 直接 的 な形 で 示 す 必 要 が あ る。
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実 際 に 善 意 志 は 「そ れ が ひ き お こ した り達 成 した りす る こ とに よ って で は な

く、何 か設 定 され た 目 的 の達 成 の た め に役 立 つ か らで はな く、 意志(Wollen)9

を 通 じて の み 、 即 ち そ れ 自身 で よ い 」 と言 わ れ て い る(ibid.)。 つ ま り前 に

も述 べ た よ うに善 意 志 は 「手 段 と して で は な くそれ 自身 で 善 い意 志 」 で あ る と

も、 ま た先 に述 べ た よ うに 「無 条 件 的 に」 善 い意 志 で あ る と も考 え られ て い る。

で は な ぜ 善 意 志 は 「そ れ 自身 で」 「無 条 件 的 に」 善 い もの で あ る と考 え られ

て い るの か 。

も っ と も善 意 志 は 「そ れ 自 身 で 」 「無 条 件 的 に」 善 い と い って も、 そ れ は善

意 志 が い っ い か な る場 合 に ど の面 か ら見 て も善 い、 と い う こ とを 意 味 して い る

ので は な い 。善 意 志 が 「無 条 件 的 に」 善 い意 志 で あ る と して も、 そ れ は意 志 が

善 意 志 で あ る た め の条 件 を何 も必 要 と は し.ない と い うこ とで は な く、 善意 志 は

自 らの善 さ の条 件 を 自 らの他 に必 要 とす る こ と はな い、 とい う こ とで あ る に過.

ぎ な い。 善 意 志 は 自 らの善 さ(道 徳 的 な 価 値)の 条 件 を 自 らの 中 に持 って い る

の で あ る 。

で は善 意 志 は 自 らの善 さ の条 件 を 自 らの 中 に持 って い る とは ど うい う こと な

の か。

カ ン トは 『基 礎 づ け 』第 一 章 の あ る箇 所 で 「私 の 意 志(Wollen)が 道徳 的 に

善 い も ので あ る た め に は私 は何 を す るべ きか 」 とい う問 を た て て い る(PhB.

s.22,Ak.W.403)。.そ して カ ン トに よ れ ば この よ うな 問 に答 え る た め に は、

「いか な る き め細 か な洞 察 力 も必 要 で は な く」 た だ 自分 に 「私 の格 率 が普 遍 的

法 則 に な る こと を も私 は意 志 し うるか(wopenkδnnen)Jと さ え 問 え ば よ い

ので あ る(ibid.)。

言 い 換 え れ ば 、 「義 務 が そ れ 自身 で 善 い 意 志 の 条 件 」(ibid.)な の だ

.と い う こ と で あ る5 。 こ の 義 務 は 自 己 が 理 性 を 通 じて 自 己 に課 す る よ う

な 義 務 で あ り 自 己 の 理 性 が 立 法 し た 道 徳 法 則 に よ る 拘 束 性(Verbindlich-

keit)の こ とで あ る6.。 内 容 的 に一 致 す る こ とが 多 い とは い え、 この場 合 の義

務 と は他 人 に よ って 命 じ られ る もの で も社 会 的 な 強制 で もな い。 この よ うに善

意 志 の 「善 さ」 は基 本 的 に は意 志 が 自 らに 「義 務 」 を課 し、 さ らに意 志 自身 が

それ に従 うと い う、 いわ ば 内 的 な 行 為 に 、 っ ま り意 志 規定 に基 づ くので あ る。
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従 って 善意 志 の善 さは 自 らが 生 み 出 す 義 務 、 い わ ば 自律 的 な 義 務7.に 基 づ いて

い る。

善 意 志 は 自 らの善 さ の条 件 を 自 らの 中 に持 つ とは この よ うな.ことを 意 味 して

い る。.

この よ うな善 意 志 の価 値 はい わ ば 「内 的一 無 条 件 的 な価 値 」(PhB.s.10,

Ak.N.394)8な の で あ る が 、 次 節 で は この よ うな 「それ 自身 で 善 い」 善 意

志 は何 に よ って、 いか に して 規 定 され て い る の か、 と い うこ とを 考 察 す る こ と

に よ って、 善 意 志 の 自律 と 「自由 」概 念 との連 関 につ いて 考 察 して み た い。

第三節 善意志の自律と意志の自由

前 節 で 述 べ た様 に 「善 意 志 」 とは 自 らが生 み 出 した義 務 を 自 らの 善 さの 条 件

と して い るよ うな 意 志 で あ った 。 この よ うな義 務 を 「自律 的 な 義 務 」 と呼 ぶ こ

とが で き るな ら、善 意 志 と は 「自律 的 な 義 務 」 を 自 らの善 さ の条 件 と して い る

よ うな意 志 で あ る とい う こ とにな る。 従 って 善 意 志 は 自律 的 な義 務 に従 お うと

す る意 志 で あ るか ら善 意 志 は 「自律 的 な 意 志 」 で あ る と言 う こ とがで き るで あ

ろ う。

一 方 カ ン トは 「意 志 の 自律 」 とは 「意 志 の 自 由」 で も あ る と考 え て い る(vgl
.

PhB.s.76,Ak.N.450)。 だ が、 冒頭 に述 べ た様 に、 意 志 の 自律 とは 意 志 の 自

己拘 束 で あ り、 これ を 「自由 」 と呼 ぶ こと は不 可 能 で はな いだ ろ うか 。

この節 で の 課 題 は善 意 志、 即 ち 自律 的 な意 志 が 「自 由な 意 志 」 で あ る と言 わ

れ る とき に、 その 自由 とは どの様 な 自 由で あ る のか を 確 認 す る こ とで あ る。

そ こで 、 この よ うな 問 題 に つ い て考 察 す る た め に まず 三 っ の 問 題 に つ い て考

えて み た い。

第 一 の問 題 はな ぜ 意 志 の 自律 は 「意 志 の 自 由」 と して 考 え られ て い るの か 、

とい う こ とで あ る。 そ して第 二 の 問題 は それ と は逆 にな ぜ 「自由 な意 志 」 は 自

律 的 な意 志 で あ る と考 え ざ る を 得 な い のか と い うこ とで あ る。 そ して第 三 の 問

題 は善 意 志 と は 「何 に よ って」 「ど の よ うに」 規 定 され て い る意 志 な の か 、 と

い う こ とで あ る。
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そ こで ま ず そ れ ぞ れ の 問 に簡 単 に答 え て い くこ と に よ って 、 こ こで 考 え られ

て い る意 志 の 自由 は 「何 か らの 」 自 由 な の か と い うこ と を明 らか に して み た い。

第 一 の 問 は な ぜ 意 志 の 自律 が 「意 志 の 自 由Jと して考 え られ て い る の か とい

う こ とで あ っ た。 つ ま り、 な ぜ 自律 的 な 意 志 、 即 ち 善意 志 が 「自 由 な意 志 」 と

し て考 え られ て い る のか と い うこ とで あ る。 さ き に述 べ た様 に 「自律 」 とは あ.

くま で も 自己拘 束 で あ る か ら、 「自律 」 を 「自 由」 と して 理 解 す る こ とは 困 難

で あ る よ うに思 え る。

しか し、 「意 志 の 自律 」 が 「意 志 の 自 由」 で あ る と言 われ る場 合 の 自由 とは、

一 人 の 人 間 全 体 の 、 身 体 的 行 為 も含 め た 「行 為 の 自 由」 で は な く、 あ くまで も

「意 志 規 定 に お け る他 の 原 因 か らの 自 由 」 で あ る に す ぎ な い。

ま た、 前 節 で 見 た よ うに善 意 志 と は 自 ら と は他 の 何 もの か を 自 らの善 さ の条

件 とす る こ とは な い よ うな意 志 で あ った 。 この よ うな 意 志 は 、何 か他 の もの に

よ って 規 定(bestimmen)さ れ て は いな い よ うな 意 志 で あ る とい え る。従 って

そ の 意 志 は 何 か他 の もの に よ って規 定 され て い るの で はな い以 上 、 そ の よ うな

意 志 は 意 志 を 規 定 す る他 の原 因 か らは独 立 して い る と い う意 味 で 「自由 」 だ と

言 わ れ るの で あ る。

そ して 第 二 の 問 はカ ン トは 「自由 な意 志 」 は 自律 的 な意 志 で あ る と考 え ざ る

を得 な い、 と主 張 す るが そ れ は な ぜ な の か とい う こ とで あ る。

今 述 べ た よ うに カ ン トが 『基 礎 づ け 』の 中 で 「自 由 な意 志 」 と い う語 を 用 い

て い る と き に も、 カ ン トは 自由 とい う語 を 用 い て 「何 か ら も規 定 され て いな い」

とい う状 態 を 表 現 して い るの で は な い 。 カ ン トが 『基礎 づ け 』の 中 で 「意 志 の

自 由」 と い う表 現 を 用 い て い る 時 に は、 意 志 が何 もの に も規 定 され て いな い と

い うこ とを 意 味 して い るの で はな く、他 の 原 因 に よ って意 志 が 規 定 され て い る

ので は な い とい う ことを 意 味 して い るに す ぎ な い 。 カ ン トに と って そ の様 な 無

規 定 的 な 自 由 は(少 な くと も 『基 礎 づ け 』の枠 内 で は)無 意 味 な もので あ る。

カ ン トに よれ ば 「自由 」 な 意 志 と いえ ど もそ の意 志 を 規 定す る原 因 を必 ず 伴 う

はず な ので あ る(vgl.PhB.s.71,Ak.n.446)。

一 方 、 カ ン トは意 志 をKausalitat.(原 因..性)9.と して 理 解 して い る が 、

Kausalitatは それ が 「因 果 性 」 と い う意 味 で あ れ 、 「原 因性 」 つ ま り 自 らが
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「原因Jに な っ て い る と い う意 味 で あ れ 、 カ ン トの枠 組 み の 中で は必 ず 「法 則」

を 伴 うは ず な ので あ る(vgl.ibid.)。 意 志 が 何 か 他 の原 因 に よ って 規 定 され る

場 合、 っ ま り意 志 が 他 律 的 で あ る場 合 に は意 志 は 自然 法 則 に したが って(nach)

規 定 さ れ て い る こと に な る。 しか し、 第 三節 で見 た よ うに善 意 志 と は他 の もの

に よ って 規定 さ れ る よ うな 意 志 で は な い と考 え られ る ので 、 善 意 志 はな ん らか

の 自然 法 則 に よ って 規 定 され るの で はな い以 上 、 意 志 と い う原 因性 に対 して法

則 とな る の は意 志 自身 で あ る と しか 考 え られ な い。 そ して カ ン トに よれ ば 「意

志 の 自律 とは意 志 が意 志 自身 に対 して 法 で あ る とい う意 志 の性 質 」(PhB.s.

65,Ak.N.440)な ので あ る。 これ は第 三 の 問 に対 す る解 答 と もな るが 、 この

場 合 の 「法 」 とは 自 ら立 法 した 道 徳 法 則 で もあ る か ら10カ ン トに と って 自由

な 意 志 とは 「自 ら立 法 した道 徳 法 則 の み に よ って他 の原 因 か ら自 由 に 自 らを 規

定 す る 意 志 」 な の だ と い うこ と にな る。

そ して 第三 の 問 は善 意 志 を 規 定 す る もの は 一体 何 な の か、 と い うこ とで あ っ

た 。善 意 志 と は 自律 的 な意 志 で あ った が 、カ ン トは 意 志 の 自律 は 「意 志 の 自由」

で あ る と同時 に 「自 己立 法 」 で あ る と も考 え て い る(vgl.PhB.s.76、Ak.皿.

450)。 「自己 立珠 」 と は普 遍 的 な 道 徳 法 則 を 自 らの格 率 を通 じて 立 法 し、 その

よ うな道 徳 法 則 を 自 らの格 率 とす る とい う こ とで あ る。 この よ うな 意 志 の 自 己

立 法 の プ ロセ ス を通 じて 、 意 志 は他 の 原 因 か ら 自由 に 自 己規 定 して い る こ と に

な る。

こ こで 「意 志 の 自 由」 と はい わ ば 意 志 の 自律 の消 極 的側 面 で あ り、 一 方 、他

の 原 因 か ら自 由 な意 志 の 自 己規 定 は意 志 の 自律 の積 極 的側 面 を示 す もの だ と言

う こ とが で きる で あ ろ う。

そ こで 、次 に い ま考 察 した事 柄 を 踏 まえ て カ ン トが 用 い る 「積 極 的 な意 味 で

の 自由 」 とは何 を意 味す るの か を 考 察 して み た い 。

第 四 節 積 極 的 自 由 と 消 極 的 自 由

カ ン トは 「消極 的 な意 味 で の 自由 」 と 「積極 的 な意 味で の 自 由」 とを 区 別 し

て 考 え て い るが(PhB.s.71,Ak.W.446)、 この二 つ の 自 由 は全 く別 の事 態 と
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して考 え られて い る ので は な い。 「意 志 の 自律 」 とい う事 態 を あ る面 か らみれ

ば意 志 の 「消 極 的 な意 味 で の 自由 」 と呼 ぶ こ とが で きる が 、別 の 面 か らみ れ ば

「積 極 的 自 由」 と呼 び うる に過 ぎ な い 。

そ こで 、 意 志 の 自律 は ど の様 な 点 で 積 極 的 な 自由 と呼 ば れ、.ま た ど の様 な点

で 消 極 的 自 由 と 呼 ばれ て い るの か を 示 して お きた い 。

「積 極 的 自 由」 と い う表 現 は、 ただ 単 に意 志 が 意 志 を 規 定 す る他 の 原 因 か ら

自由 で あ る とい う こ とで は な く、 意 志 が 自 らを あ る必 然 性 と共 に 規 定 して い く

と い う こ とを 意 味 して い る。 カ ン トは さ き に挙 げ た 「自律 と は意 志 が 意 志 自身

に と って 法 で あ る こ と」 とい う表 現 を繰 り返 し用 い て い るが 、 「積 極 的 な 意 味

で の 自由 」 とい う表 現 に よ って意 味 さ れ て い る の は ま さ に この よ うな 事 態 で あ

る と思 わ れ る。

意 志 の 「自律 」 が 意 志 の 自己 規定 の 一種 で あ る と.して も、 それ は 「法 則 」 あ

る いは.「義 務 の 命 令 」 と して の 必然 性 を 伴 って い る よ うな 自 己規 定 で あ る。

その 格 率 が 仮 言 命 法 に よ って 示 され るよ うな意 志 の 自己規 定 の根 拠 に な る の

は何 らか の 「目的 」 で あ り(vg1.PhB.s.5G,Ak.N.427;)、 確 か に、 そ の様 な

意 志 規 定 も実 践 的 な必 然 性 を伴 って い る(vg1.PhB.s.34,Ak.N.419)。 しか

し、 そ の よ うな必 然 性 は何 らか の 目的 の た め の 手 段 と して の必 然 性 で あ る に す

ぎ ず(手 段 と して必 要 で あ る と い うこ と)、 いわ ば 条 件 つ き(bedingt)で 主観

的 な必 然 性 で あ る にす ぎ な い。第 二 節 で 述 べ た こ とか ら も明 らかで あ る よ うに、

自律 的 な意 志 、 即 ち善 意 志 は この よ うな 必 然 性 を 伴 って い るので は な い。

「意 志 の 自律 と は意 志 が 意 志 自身 に と って 法 で あ る こ と(強 調 筆 者)」 とい

う表 現 か ら もわか る よ うに、 意 志 の 自律 に伴 う必 然 性 は 「法 」 と して の必 然 性 、

つ ま り客 観 的、 普 遍 妥 当的.で無 条 件 な 必 然 性 な の で あ る。 そ して カ ン トに と っ

て 「義 務 」 とは 「実 践 的一 無 条 件 的 な 、 行 為 の必 然 性 」 で あ るか ら(PhB.s.

47,Ak.N.425)、 この よ うな必 然 性 は 「義 務 」 と して の 必 然 性 で あ り、 「命

令 」 と して の 必 然 性 な の で あ る。 この よ うに 「意 志 の 自律 」 と は 「法 」 に従 う

ことを 命 じる義 務 の 命 令 に よ っ.て意 志 が意 志 自身 を規 定 して い くこ とな の で あ

る。

また 善 意 志 は 何 らか の 目的 を 自 らの善 さ の条 件 とす る こ と はな く、 又 何 らか
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の 目的 な どに よ って 自 らを規 定 す る意 志 で は な い以 上 、 そ の格 率 も何 らか の 目

的 を条 件 、 あ る い は理 由 とす る よ うな 条 件 付 き(bedingt)の 命 法、 即 ち仮言命

法 で は な い こ とは言 うまで もな い。 な ぜ な ら、仮 言 命 法 は あ くまで も 「他 律 」

を 命 じる もの に す ぎず 、 決 して 自律 を 命 じる もの で は な いか らで あ る(vgl.

PhB,s.69;Ak.N.444)。 従 って 善意 志 とは 自律 的 な意 志 で あ り、 自 らを 自己

規 定 の 原 因 とす る意 志 で あ る以 上 、 善 意 志 の格 率 は定 言 命 法 で あ る と しか考 え

られ な い(vgl.PhB.s.70,Ak.N.444)。 また定 言命 法 は先 に述 べ た よ うな客

観 的、 普 遍 妥 当 的で 無 条 件 な 必 然 性 を 伴 って い る こ と も忘 れ て はな らな い で あ

ろ う。

カ ン トの 「意 志 の 自律 とは 意 志 が 意志 自身 に と って法 で あ る こ と」 とい う表

現 は この よ うな こ と を意 味 して い るの で あ り、.そ して この よ うな意 志 の必 然 的

な 自己 規定 が、 意 志 の 「積 極 的 自由 」 と呼 ば れ て い るの で あ る。

この よ うに 「積 極 的 自由 」 とは 一般 的 に考 え られ て い る 自由、 っ ま り 「他 の

もの に依 存 しな い こ と(Unabhangigkeit)」 とい った意 味で は な く、 自己立 法

を通 じた意 志 の 自発 的 で 必然 的 な 自己規 定 そ の もの を 表現 した もので あ り、 一

言 で い え ば 自律 その もの で あ る と言 って よ い。

そ して それ と同 時 に 「自律 」 に は消 極 的 な側 面 もあ る。 自律 とは正 確 に は、

「意 志 が意 志 の対 象 の あ らゆ る性 質 か ら自 由 に意 志 自身 に と って法 で あ る とい

う性 質 」(PhB.s.65,Ak.N.440)で あ る と言 わ れ て い る。 この よ うに意 志

の 自律 と は意 志 の 対 象 な ど何 らか の意 志 を 規 定 す る原 因 か ら 自由 に、 意 志 が 理

性 を通 じて 臼 己を 規 定 して い く こ とで あ る。 この よ うに 自律 的 な意 志 、 即 ち善

意 志 は そ の 自 己規 定 に 関 して他 の原 因か ら自 由で 独 立 して い る ので あ り、 この

よ うな 自 由 は意 志 の 「消極 的 自由 」 で あ る にす ぎ な いの で あ る。 な お この よ う

に、 カ ン トが 問 題 に して い る 「意 志 の 自 由」 や 「意 志 の 自律 」 は意 志 一般 の 自

由 や 自律 で は な く、 あ くま で も 「善 意 志 の 自 由」 と 「善意 志 の 自律 」 で あ る こ

とに は留 意 され た い。

と こ ろで 善 意 志 を 規 定 す る 原 因 は何 か意 志 以 外 の もので は な い以 上 、 それ は

意 志 自身 、 あ る い は 自 らの理 性 の他 に は な い11。 そ して理 性 も意 志 も 自 らを 原

因 とす る よ う..なKausalitat、 す な わ ち 「原 因性.」 と して考 え られ てい る(PhB.
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s.89,Ak.N.461/PhB.s.78,Ak.四.452)。 こ の よ うに 善 意 志 を 規 定 す る

原 因 は意 志 又 は理 性 で あ る こ とに な るが 、 この よ うな意 志 は、 意 志 が 設 定 した

何 らか の具 体 的 な 「目的 」 な ど に よ って 意 志 自身 を 規 定 す る ので は な く、 あ ら

ゆ る他 の原 因 か ら独 立 に 「それ 自身 で 」 作 用 す る よ うな意 志 で あ る。 つ ま り そ

こで は意 志 が純 粋 に、 何 らか の 目的 な どを 、 自 らを 規 定 す る原 因 とす る こ とな

く、 能 動 的、 自発 的 に作 用 して い る こ とに な る。

しか し、 意 志 が 自律 的 で あ る時 、 即 ち意 志 が 善 意 志 で あ り、 意 志 が 「積 極 的

に 自 由」 で あ る と き に は、 意 志 は単 独 で 作 用 して い るの で は な く、 前 に も述 べ

た よ うに理 性 と と もに作 用 して い る。 よ って 、 善 意 志 とは理 性 に よ って 自 らを

規定 して い こ うとす る意 志 で あ る と言 って も よい が 、 そ の よ うな場 合 に は理 性

は 「他 の原 因 か らは 自 由 に」 意 志 を 規 定 して い た 。 従 って 、理 性 は純 粋 な 自 己

活 動 性(Selbsttatigkeit)、 あ るい は純 粋 な 自発 性(Spontaneitat)と して作 用

して い る の で あ る(vgLPhB.5.7E,Ak.N.452)。

この よ うに理 性 は 自発 性 、 お よ び 自 己活 動 性 と して 作 用 して い る とカ ン トは

言 うが 、 この よ うな理 性 は実 践 理 性 で あ り、 そ して カ ン トは多 くの 場合 、 実 践

理 性 と善 意 志 で あ る よ うな意 志 と を 同一 視 して い る(PhB.s.32,Ak.N.412

usw.)。 よ って この よ うな理 性 の 自発 性 、 自 己活 動 性 は意 志 の 自発 性 、 自 己活

動 性 で あ る と言 って もよ い で あ ろ う。 そ して意 志 の積 極 的 自由 とは 「意 志 の 自.

律 」 の み な らず 、 この よ うな意 志 の 自発 性 、 自 己活 動 性 を 示 す 語 で もあ る と言

え るで あ ろ う。

しか し、 この よ うな議 論 は循 環 して い る。 よ って 最 後 にそ の 様 な 循 環 が生 じ

る背 景 を 確 認 して この論 文 の締 め く くり と した い。

第五 節 循環について

前節での議論は明らかに循環している。意志の自律とは何らかの意志の対象

などによって意志が規定されていないことなのだか ら、その様な意志は他のあ

らゆる原因か らは 「自由」である。まず、このように意志の自律から意志の自

由(消 極的自由)を 導いた。一方 「他の原因か ら自由」であるような意志も何
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ものに も規定されないということは無いはずなので、その様な意志は自らを原

因とすることによって自らを規定 しているはずであり、 これは意志の自律に他

ならない。この推論においては意志の 「自由」から意志の自律を導いている12。

このように、ここでは意志の自由と意志の自律 とが議論の上で循環 している

が、紙数の都合もあり、この論文ではこの循環にっいて詳しい議論をすること

はできない13。 とりあえず、この見かけ上の循環がなぜ生 じているのかを簡単

に示 しておきたい。

「意志の自律」と 「意志の自由」とはあくまでも善意志という一つの事柄に

対する二っの異なった表現であるに過ぎなかった。 「自律から自由」の推論は、

善意志は自己規定の仕方という点か ら見れば自律という特性(積 極的自由)を

持ち、善意志自身が自らを規定する原因であるから、 「意志を規定する他の原

因から自由」であるという推論であった。このような推論からわかるように、

意志が積極的に.自由である時には消極的にも自由であることは直観的に明らか

なのであり、ここで前提されて.いるのは 「意志の積極的自由」即ち自律だけで

ある。

しか し、逆に 「意志の自由」か ら 「意志の自律」を導いた推論においては、.

「何らかの自由な意志がある」ということと 「何からも規定されていないよう

な自由な意志は考えられない」ということと 「意志は意志の自己規定の原因で

ありうるような原因性である」という三っのことが前提されている。 しかし、

この第三の前提は言い換えれば 「意志は意志自身に対 して法である」というこ

とであり、これは示されるべき結論である意志の自律(積 極的自由)そ のもの

である。また意志の自律が前提できれば、その様な自律的な意志は他の原因か

ら 「自由」であり、またその様な 「自由な」意志は意志自身によって規定され

ていることになるので、第一.第 二の条件は除かれることになる。よって、意

志の自律、即ち 「積極的自由」のみが結論として残ることになる。後者の推論

はこのような推論であった。

結局、どちらの推論においても 「意志の自律」(積 極的自由)の みが真に前

提されていたといえる。

カン トは善意志に関する考察から道徳性に関する分析的な議論を展開 し、最
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終的にその様な善意志の 「自律」という概念にたどりっいたが、こρ 「意志の

自律」という概念はカントの道徳哲学の体系の中ではゆるがせにできない前提

なのである。.そしてカン トにとっては 「道徳性」 とはこ.の意志の自律そのもの

であると言ってもよく、道徳性に関する体系を構築するための出発点 となる概

念なのである。

結 語

ここまでの議論で前述の自由のパラ ドックスについて最終的な解決を与える

ことがで きたとは言い難い。 しか し、意志の自律が意志の積極的自由であると

言われるときに、その積極的自由とは一般的な意味での 「自由」ではな く、自

律即ち客観的必然性を伴 った自己規定を意味 し、かっ 「積極的自由」という語

.は意志の自発性や 自己活動性を表現する語であるということは明らかになった

であろう。 この 「積極的自由」 といういわば自由な らざる自由概念は自由のパ

ラドックスについて考察するための足場としては十分に役立っ ものであると言

うことがで き、我々はこの立場か ら行為の自由と道徳牲に関する考察を進めて

い くことがで きるであろう。

『基 礎 づ け 』か らの 引 用 及 び参 照 す べ きペ ー ジにつ いて は、 マ イナ ー社 の哲

学 文 庫 版 の ペ ー ジ数 とア カ デ ミー版(N巻)の ペ ー ジ数 との両 方 を示 した。『実

践 理 性 批 判 』にっ いて は ア カデ ミー版(V巻)の ペ ー ジ数 のみ を示 して ある。

註

1 この 論 文 で は
、 「条 件 」 とい う語 をBedingungと い う語 の 訳 語 と して 用

いて い る。 一 般 に カ ン.トがBedingangと い う語 を 用 い る と き、 カ ン トは

この 語 を 「必 要 条 件 」 とい う意 味 の み な らず 何 ものか の根 拠(Grund)、

源 泉(Ursprung)と い う意 味 を も含 め て 用 い て い る。 そ してBedingung

と い う語 に対 して は 後 者 の意 味 を踏 ま え て 「制 約 」 と い う訳 語 が あ て られ
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る の が通 例 で あ る。

しか し善 意 志 が 「無 制 限 に 」(ohneEinschrankung)善 い と言 わ れ る

場 合 と善 意 志 がunbedingtに 善 い といわれ る場 合 が あ るが 、善 意 志 がohne

Einschrankungに 善 い と言 われ る場 含 と善 意 志 がunbedingtに 善 い と言 わ

れ る場 合 で は本 文 中 で見 るよ うに事 柄 と して は別 の こ とを 意 味 して い る が、

そ れ に対 して 日本 語 の 「無 制 限 に」 とい う語 と 「無 制 約 的 に 」 とい う語 は

内容 的 に あ ま り違 いが な い よ うな 印象 を 与 え る。 そ こで この論 文 で は そ の

両 者 の違 い を明確 にす るた め に、unbedingtを 「無 条 件 的 な 」 と訳.し、 そ

れ に準 じてBedingungと い う語 に 対 して もあえ て 「条件 」 とい う訳 語 を

あ て る こ とにす るが 、 これ はあ くまで も例 外 的 な 措 置 で あ る こ とを 了 承 さ

れ た い 。

以 下、 「条 件 」 と い う語 はBedingungの 訳 語 で あ り、 ℃rund"の 意 味

を も含 ん だ語 で あ り、 通 例 は 「制 約 」 と訳 され て い る語 で あ る こ とに留 意

しっっ 、 この論 文 を お読 み 下 され ば幸 いで あ る。

2.正 確 に は 「この世 界 の 内 に も外 に も」 と い う表 現 が こ こに加 わ
って い る が、

この表 現 は こ の論 文 で考 察 す るべ き問 題 と は直 接 関 係 は無 い の で 、 あ え て

省 略 す る 。

3意 志 の 自 由 と帰 責 性 との 関連
、 特 に 「自 由を 通 じた原 因 性 」 と帰 責 性 との

関 連 に っ い て は 中 島義道 「自由 に よ る因 果 性 」(『 理 想 』Na617〔1984.io〕,

p.422-432)等 を参 考 の こ と。

9紙 数 の 都 合上 詳 しい議 論 は割愛 す るが
、 この論 文 で は カ ン トの 議 論 の 内 容

を 踏 ま え てWollenと い う語 に対 して もWilleと い う語 に対 して も 「意 志」

とい う訳 語 を与 え る こ と にす る。

.5こ の 引 用 で 「義 務 」 と訳 した語 は本 文 で は"
sie"と な って い るが 、 内 容 的

に この"sie"は 「義務 」 を 指 す と思 わ れ る。 ち な み に筆 者 が 参 考 に した、

『基 礎 づ け 』の六 種 の邦 訳 はす べ て 、 この 巳`sie"を 「義 務 」 と訳 して いる。

6本 来 で あ れ ば この よ うな問 題 を扱 う際 に は 「道 徳 法 に対 す る尊 敬 」 とい
っ

た概 念(PhB.s.22,Ak.W.403)や 「道徳 的 原則 の 意 識 」(.K.p.V.,PhB.

s.36,Ak.V.31)と い っ た事 柄 に触 れ る必 要 が あ るが 、 紙 数 の 都 合 もあ
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る ので 、 こ の論 文 で は そ の様 な議 論 は割 愛 す る。

こ の 「自律 的 な義 務 」 と は カ ン トの 用 語 で は な く筆 者 が 便 宜 的 に 用 い る表

現 で あ る。

こ の論 文 で は詳 細 に検 討 す る こ とは で きな い が、 道 徳 的 な 価 値 は行 為 の 結

果 の 中 にで は な く意 志 の中 にあ る と カ ン トは言 う。 つ ま り善 意 志 の 価 値 は

それ に伴 う行 為 の結 果 に は左 右 され な いの で あ る。

Kausatitatと い う語 に対 して 、 そ れ が カ テ ゴ リーの 一つ と して 考 え られ て

い る場 合 や 、 原 因 と結 果 の連 関 で考 え られ て い る堺 合 に は、 因 果 性 と い う

訳 語 を与 え 、 それ に対 してKausalitat.durchFreiheitと い っ た 形 で 用 い.

られ て い る場 合 や 、 自 己 を 「原 因 」 と して い る場 合 に は 「原 因 性 」 と い う

訳 語 を与 え る こ とが 多 い。

カ ン トがGesetzも し くはdiesittlicheGesetzeな ど とい う表 現 を 用 い る

時 に は 、二 通 りの 用法 が あ る こ と に は注 意 され た い。 一 つ は、 「嘘 を つ い

て は な らな い 」 とい った具 体 的 な 内 容 を持 つ道 徳 法 則 で あ り(PhB.s.5,

Ak.N.389)、 も うひ とつ は 「格 率 が 普 遍 的法 則 とな り う る」(PhB.s.

70.Ak.W..444)と い うこ とで あ る 。

この 論 文 で は 実践 理 性 と意 志 と の関 係 につ いて 詳 し く扱 う こ とはで き なか

った が、 この件 に つ い て も今 後 の課 題 と した い と思 う。

『基 礎 づ け 』の第 三 章 に は道 徳 法 則 と 自 由を め ぐる循 環 にっ い て の記 述 が

あ り(PhB.s.76,Ak.N.450)、 そ こ で 述 べ られ て い る循 環 は今 述 べ た様

な 循 環 とは厳 密 に は異 な る もので あ るが 、 事 柄 と して は ほぼ 同 じ もので あ

る とい って よ い で あ ろ う。 そ こで の カ ン トの表 現 を 用 いれ ば、 この よ うな

循 環 が生 じる の は、 意 志 の 自 由 と意 志 の 自 己立 法(筆 者 が今 まで に 用 い た

語 を 使 え ば理 性 を通 じた意 志 の 自 己規 定)と は共 に 自律 で あ って、 交 換 概

念 で あ るか らで あ り、 一方 を説 明 した り基 礎 づ け た りす るた め に も う一方

を 用 い る こ とは で き な い か らで あ る。 な お カ ン ト自身 は この循 環 を現 象 と

物 自体 の 区 別 を 用 い て解 決 しよ うと して い る。

この 循 環 の 構造 に っ い て は も う少 し形 式 的 な議 論 が 可 能 で あ るが、 そ れ に

つ いて は 近 い うち に何 らか の 形で 発 表 で き る と思 う。
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(付記)

この論文の前半は筆者の博士後期過程編入学用提出論文である 「善意志 と義

務」の要約である。薗田坦先生をはじめとしてこの論文をお読み下さった方々

や、この論文の内容に関する発表と討論K参 加 して頂いた方々からは多くの貴

重な示唆を得ることができた。厚 く御礼申し上げたい。また既に倫理学研究室

に籍のない私にもこのような発表の機会を与えて下さった実践哲学研究会の皆

様にも感謝の意を表したい。

(く らた のぶお 修士課程修了

西洋哲学.史(近世)博 士後期課程1回 生)
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